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夏
の
お
も
し
ろ
科
学
館
２
０
１
９
を
開
催

市制市制

記念記念
6060周周

年年

「
出
張
！
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
総
合
案
内

所
」を
開
催

小
学
生
も
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
に
！

認
知
症
キ
ッ
ズ
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を
開
催

　

市
は
、
小
学
生
向
け
の
認
知
症
キ
ッ
ズ

サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

同
サ
ポ
ー
タ
ー
は
、
認
知
症
を
正
し
く
理

解
し
、
認
知
症
の
人
や
家
族
を
温
か
く
見

守
り
応
援
し
ま
す
。
サ
ポ
ー
タ
ー
に
な
っ

て
、
自
分
が
で
き
る
こ
と
を
考
え
て
み
ま

せ
ん
か
。

と　

き
▼
8
月
6
日（
火
）午
後
1
時
30
分

〜
3
時

と
こ
ろ
▼
シ
リ
ウ
ス
4
階
健
康
テ
ラ
ス

対
象
／
定
員
▼
小
学
生（
3
年
生
以
下
は
保

護
者
同
伴
）／
先
着
18
人

講　

師
▼
市
職
員

申
し
込
み
▼
電
話
で
高
齢
福
祉
課
へ
。

認知症サポーター養成講座の受講者に
配付される「オレンジリング」

問
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
高
齢
福
祉
課
認

知
症
施
策
推
進
係
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２
６
０
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６
１
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６

　

実
験
や
も
の
づ
く
り
な
ど
の
体
験
を
通

し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
科
学
的
な
考
え
方

や
創
造
力
を
育
む「
夏
の
お
も
し
ろ
科
学

館
２
０
１
９
」を
開
催
し
ま
す
。
大
和
高

校
物
理
部
や
上
和
田
中
学
校
科
学
部
な
ど

が
出
展
予
定
。
夏
休
み
の
１
日
、
遊
び
や

体
験
の
中
か
ら
科
学
の
心
が
芽
生
え
る
体

験
を
し
ま
せ
ん
か
。

と　

き
▼
８
月
３
日（
土
）午
前
10
時
〜
午

後
３
時
30
分

と
こ
ろ
▼
シ
リ
ウ
ス
６
階
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー

対　

象
▼
小
・
中
学
生

申
し
込
み
▼
不
要
。

出
展
ブ
ー
ス（
予
定
）

「
タ
カ
ラ
ガ
イ
を
磨
い
て
ス
ト
ラ
ッ
プ
作
り
」

「
見
て
、
さ
わ
っ
て
、
聞
い
て
、
お
も
し
ろ

科
学
コ
ー
ナ
ー
」

「
不
思
議
ス
ラ
イ
ム
づ
く
り
」

「
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
」

「
う
い
て 

ま
わ
せ
る 

お
も
し
ろ
マ
シ
ー
ン

（
Ｕ
Ｍ
Ｏ
マ
シ
ー
ン
®）を
作
ろ
う
！
」

「
コ
ッ
プ
ロ
ボ
ッ
ト
を
つ
く
ろ
う
」

「
科
学
の
お
も
し
ろ
さ
を
体
験
し
よ
う
」

な
ど
。

さまざまな体験ができます

問
市
教
育
委
員
会
教
育
研
究
所
教
育
研

究
係
☎（
２
６
０
）５
２
１
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２
６

３
）９
８
３
２

　

市
は
、
よ
り
多
く
の
人
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
の
情
報
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、

「
出
張
！
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
総
合
案
内
所
」を

開
催
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
毎
週
月
〜
金
曜
日
に
市
役
所

市
民
活
動
課
内
に
設
置
し
て
い
る「
や
ま
と

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
総
合
案
内
所
」が
特
設
会
場

に
出
張
し
、
情
報
提
供
す
る
も
の
。
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
に
つ
い
て
気
軽
に
相
談
で

き
ま
す
。
ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

と　

き
▼
７
月
23
日（
火
）・
24
日（
水
）午

前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ
▼
イ
オ
ン
モ
ー
ル
大
和
１
階
ラ
イ

ト
コ
ー
ト（
下
鶴
間
１-

２-

１
）

申
し
込
み
▼
不

要
。

問
市
役
所
市
民
活
動
課
協
働
・
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
・
県
人
会
・
市
民
活
動
支
援
係
☎
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２
６
０
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１
０
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８

7
月
か
ら
環
境
管
理
セ
ン
タ
ー
で
容
器
包
装
プ
ラ
の
資
源
化（
中
間
処
理
）を
開
始

容
器
包
装
プ
ラ
の
正
し
い
分
別
に
ご
協
力
を

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を

正
し
く
分
別
し
ま
し
ょ
う

　

容
器
包
装
プ
ラ
は
、
容
器
包
装
リ
サ
イ

ク
ル
法
に
基
づ
き
、
回
収
・
リ
サ
イ
ク
ル

を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
法
律
は
容
器
包
装

の
み
を
対
象
に
し
て
い
る
た
め
、
同
じ
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
で
も
容
器
包
装
で
は
な
い

も
の
は「
燃
や
せ
る
ご
み
」「
Ｂ
資
源
」と
し

て
分
別
し
て
く
だ
さ
い
。

容
器
包
装
プ
ラ
▼
菓
子

な
ど
の
袋
、
弁
当
な

ど
の
容
器
、
卵
パ
ッ

ク
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

の
ラ
ベ
ル
や
蓋
な
ど

（
プ
ラ
マ
ー
ク
が
つ
い

て
い
る
も
の
）

燃
や
せ
る
ご
み
▼
バ
ケ

ツ
、
Ｃ
Ｄ
の
ケ
ー
ス
、

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
お
も

ち
ゃ
な
ど（
プ
ラ
マ
ー

ク
が
つ
い
て
い
な
い

も
の
）

Ｂ
資
源
▼
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
、
白
色
ト
レ
イ
。

※
容
器
包
装
プ
ラ
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で

も
、
洗
っ
て
汚
れ
が
落
ち
な
い
場
合
は

燃
や
せ
る
ご
み
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は「
家
庭
の
資
源
と
ご
み
の
分
け

方
・
出
し
方
」の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、「
大

和
市
ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー
ア
プ
リ
」な
ど
を

ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。
ア
プ
リ
の
イ
ン
ス

ト
ー
ル
に
は
左
の
コ
ー
ド
を
読
み
取
る

と
便
利
で
す
。

容
器
包
装
プ
ラ
の

全
量
資
源
化
に
向
け
て

　

市
は
、
７
月
か
ら
環
境
管
理
セ
ン
タ
ー

で
容
器
包
装
プ
ラ
の
資
源
化（
中
間
処
理
）

を
開
始
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
従
来

の
外
部
委
託
に
よ
る
資
源
化
と
合
わ
せ
て

容
器
包
装
プ
ラ
の
全
量
資
源
化
を
進
め
ま

す
。
今
後
も
容
器
包
装
プ
ラ
の
正
し
い
分

別
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
環
境
管
理
セ
ン
タ
ー
収
集
業
務
課
資

源
循
環
係
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２
６
９
）７
３
４
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５

8
月
は「
道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
」、

8
月
10
日
は「
道
の
日
」で
す

　

道
路
は
、
日
常
生
活
に
な
く
て
は
な
ら

な
い
大
切
な
公
共
施
設
で
す
。
現
在
、
市

内
の
市
道
、
県
道
、
国
道
を
合
わ
せ
た
道

路
延
長
は
約
５
９
４
㌖
で
す
。

　

安
全
で
快
適
な
道
路
環
境
を
保
つ
た
め
、

こ
の
機
会
に
身
近
に
あ
る
道
路
の
役
割
や

重
要
性
を
見
直
し
、
適
切
な
利
用
を
お
願

い
し
ま
す
。

■
市
制
60
周
年
記
念

　

道
に
関
す
る
パ
ネ
ル
展
示
を
実
施

と　

き
▼
８
月
５
日（
月
）〜
13
日（
火
）午

前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時（
12
日
を
除

く
。
5
日
は
午
前
9
時
か
ら
、
11
日
は

午
後
0
時
30
分
ま
で
、
13
日
は
午
後
4

時
ま
で
）

と
こ
ろ
▼
市
役
所
1
階
ロ
ビ
ー
。

■
道
路
占
用
に
は
許
可
が
必
要
で
す

　

道
路
を
占
用
す
る
場
合
は
、
国
、
県
、

市
な
ど
、
道
路
管
理
者
の
許
可（
占
用
許
可
）

が
必
要
で
す
。基
準（
下
図
参
照
）に
従
っ
て
、

必
ず
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
次
の
よ
う
な
路
上
で
の
私
的
な

行
為
は
、
道
路
法
第
43
条
で
禁
じ
ら
れ
て

い
ま
す
。

・
置
き
看
板
や
自
動
販
売
機
の
設
置

・
道
路
上
に
は
み
出
す
形
で
の
商
品
な
ど

の
陳
列

・
電
柱
や
街
路
樹
な
ど
へ
の
立
て
看
板
の

設
置
や
張
り
紙
の
掲
示

・
車
の
乗
り
上
げ
ブ
ロ
ッ
ク
や
資
材
な
ど

の
設
置

　

市
は
定
期
的
に
パ
ト
ロ
ー
ル
し
、
違
反

が
あ
れ
ば
所
有
者
に
対
す
る
指
導
や
撤
去

を
し
て
い
ま
す
。
悪
質
な
違
反
者
は
、
罰

せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
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看板・日よけの道路占用許可基準

問
市
役
所
都
市
施
設
総
務
課
事
業
調
査

係
☎（
２
６
０
）５
４
０
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６
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７
４

問
市
役
所
道
路
・
河
川
管
理
課
許
認
可

係
☎（
２
６
０
）５
４
０
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（
２
６
０
）

５
４
７
４

市内のボランティア活動の情
報が得られます
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